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規 則 

 

江東区産業会館及び商工情報センター条例施行

規則の一部を改正する規則を公布する。 

令和８年１月６日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区規則第１号 

   江東区産業会館及び商工情報センター条例

施行規則の一部を改正する規則 

江東区産業会館及び商工情報センター条例施行

規則（昭和６１年４月江東区規則第３２号）の一

部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   江東区産業会館条例施行規則 

 第１条中「及び商工情報センター」を削る。 

 第２条第１項中「又は江東区商工情報センタ

ー」を削る。 

 第５条第４号を削る。 

 別記第６号様式中「及び商工情報センター」を

削る。 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

                    

江東区契約事務規則の一部を改正する規則を公

布する。 

令和８年１月２８日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区規則第２号 

   江東区契約事務規則の一部を改正する規則 

 江東区契約事務規則（昭和３９年３月江東区規

則第１１号）の一部を次のように改正する。 

 第３０条第１項中「１００分の７５」を「１０

０分の６０」に改める。 

 第３８条の２の表を次のように改める。 
１ 工事又は製造の請負 ２００万円 

２ 財産の買入れ １５０万円 

３ 物件の借入れ ８０万円 

４ 財産の売払い ５０万円 

５ 物件の貸付け ３０万円 

６ 前各号に掲げるもの以外のも

の 
１００万円 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第３条の２関係） 

受任者 委任する事務の範囲 

副区長 他に規定するものを除く次に掲げる契

約 

１ 予定価格２，０００万円以上８，

０００万円未満の工事、製造又は修 
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 繕の請負契約 

２ 予定価格１，５００万円以上３，

０００万円未満の財産の買入れ契約 

３ 予定賃借料の年額又は総額１，５

００万円以上３，０００万円未満の

物件の借入れ及び貸付け契約 

４ 予定価格５００万円以上１，００

０万円未満の財産売払い契約 

５ 予定価格の総額１，５００万円以

上３，０００万円未満の単価契約 

６ 前各号のほか予定価格１，５００

万円以上３，０００万円未満の契約 

総 務 部

長 

他に規定するものを除く次に掲げる契

約 

１ 予定価格１，０００万円以上２，

０００万円未満の工事、製造又は修

繕の請負契約 

２ 予定価格５００万円以上１，５０

０万円未満の財産の買入れ契約 

３ 予定賃借料の年額又は総額５００

万円以上１，５００万円未満の物件

の借入れ及び貸付け契約 

４ 予定価格３００万円以上５００万

円未満の財産売払い契約 

５ 予定価格の総額５００万円以上

１，５００万円未満の単価契約 

６ 前各号のほか予定価格５００万円

以上１，５００万円未満の契約 

経 理 課

長 

他に規定するものを除く次に掲げる契

約 

１ 予定価格２００万円以上１，００

０万円未満の工事又は修繕の請負契

約 

２ 予定価格１００万円以上１，００

０万円未満の製造の請負契約 

３ 予定価格８０万円以上５００万円

未満の財産の買入れ契約 

４ 予定賃借料の年額又は総額８０万

円以上５００万円未満の物件の借入

れ契約 

５ 予定価格５０万円以上３００万円

未満の財産売払い契約 

６ 予定賃借料の年額又は総額３０万

円以上５００万円未満の物件の貸付

け契約 

７ 予定価格の総額８０万円以上５０

０万円未満の単価契約 

８ 前各号のほか予定価格８０万円以

上５００万円未満の契約 

課 長 ・

所 長 ・

学校長 

所掌事項に係る次に掲げる契約 

１ 予定価格２００万円未満の工事又

は修繕の請負契約 

２ 予定価格１００万円未満の製造の

請負契約 

 ３ 予定価格８０万円未満の財産の買

入れ契約 

４ 予定賃借料の年額又は総額８０万

円未満の物件の借入れ契約 

５ 予定価格５０万円未満の財産売払

い契約 

６ 予定賃借料の年額又は総額３０万

円未満の物件の貸付け契約 

７ 飲食物の調達契約 

８ 特別区協議会による共同印刷及び

共同購入による契約 

９ 教科用図書及び指導書買入れ契約 

１０ 附合契約 

１１ 予定価格の総額８０万円未満の

単価契約 

１２ 前各号のほか予定価格８０万円

未満の契約 

資 金 前

渡受者 

資金前渡契約 

備考 

 １ 附合契約とは、法令、約款により契約に当

たり、当事者が具体的内容を協定することな

く機械的に、一律的に契約が成立する定型化

された契約をいう。 

例 電気、ガス、水道等の供給契約、保険加入

契約等 

別表第２中「第３条の２第２項関係」を「第３

条の２関係」に、「予定価格１，０００万円」を

「予定価格２，０００万円」に、「不動産買入

れ」を「不動産の買入れ」に、「予定価格５００

万円以上１，０００万円」を「予定価格１，５０

０万円以上３，０００万円」に、「総額５００万

円以上１，０００万円」を「総額１，５００万円

以上３，０００万円」に、「予定価格５００万円

未満」を「予定価格１，５００万円未満」に、

「総額１００万円以上５００万円」を「総額５０

０万円以上１，５００万円」に、「総額１００万

円未満」を「総額５００万円未満」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の江東区契約事務規則

の規定は、この規則の施行の日以後に締結する

契約について適用し、同日前に締結した契約に

ついては、なお従前の例による。 

                    

江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

令和８年１月２８日 
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江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区規則第３号 

   江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例施行規則の一部を改正する規則 

 江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例施行規則（平成１０年３月江東区規則第３２

号）の一部を次のように改正する。 

第１４条第３項を次のように改める。 

３ 病気休暇の承認を受けた職員が職務に復した

後、再び病気休暇の承認を受ける場合において、

当該病気休暇を取得する日の前日から起算して

過去１年以内に同一の疾病又は負傷（当該疾病

又は負傷と異なる疾病又は負傷であっても、そ

の原因が同一であると認められるものを含

む。）のため病気休暇の承認を受けた期間があ

るときは、前項ただし書の規定は、当該期間と

再び病気休暇の承認を受ける期間は連続してい

るものとみなして適用する。  

 第１４条中第５項を第８項とし、同条第４項中

「第２項ただし書」の次に「、第３項」を加え、

同項を同条第５項とし、同項の次に次の２項を加

える。 

６ 地方公務員法第２８条第２項第１号に掲げる

事由に該当して休職にされ、当該休職の期間

（当該休職に引き続く休職の期間がある場合は、

当該引き続く休職の期間。以下この項及び次項

において同じ。）が満了した職員について、当

該休職の期間の末日の翌日から起算して１年以

内に病気休暇の承認を受けることができる場合

は、その症状等が当該休職の期間における当該

休職に係る疾病又は負傷とは明らかに異なる疾

病又は負傷（次項において「特定負傷等」とい

う。）のため療養する必要があり、勤務しない

ことがやむを得ないと認められる場合に限るも

のとする。 

７ 第２項ただし書及び前項の規定の適用につい

ては、特定負傷等が当該休職の期間に生じたと

きは、第２項ただし書に定める日数から、当該

特定負傷等の生じた日から当該休職の期間の末

日までの期間を減ずるものとする。 

第１４条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 病気休暇の承認を受けようとする職員が、当

該病気休暇を取得しようとする日の前日から起

算して過去１年以内に当該病気休暇に係る疾病

又は負傷とは明らかに異なる疾病又は負傷のた

め病気休暇の承認を受けた期間がある場合に認

めることができる病気休暇の期間は、１８０日

から当該明らかに異なる疾病又は負傷に係る全

ての病気休暇の日数を差し引いた日数を超える

ことができない。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の第１４条の規定は、

令和８年４月１日以後に新たに病気休暇を承認

される職員について適用し、同日前に病気休暇

を承認されている職員については、なお従前の

例による。 
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告 示 

 

◎江東区告示第８号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８

６条の２第１項の規定により次のとおり認定した

ので、同条第６項の規定により告示する。 

なお、関係図面は、本区都市整備部建築課におい

て縦覧に供する。 

令和８年１月８日 

江東区長  大久保 朋 果 

記 

認定年月

日及び認

定番号 

敷地の地名

地番 

申請者住所氏

名 

備考 

令和７年

１２月２

３日第１

６号 

東京都江東

区東砂二丁

目１５番１

ほか 

東京都新宿区

西新宿二丁目

８番１号東京

都知事 小池 

百合子 

 

                    

◎江東区告示第９号 

介護保険法第８２条第２項の規定により指定居

宅介護支援事業者から事業の廃止の届出があった

ので、同法第８５条の規定に基づき、下記のとお

り告示する。 

令和８年１月８日 

江東区長  大久保 朋 果 

           記 

１ 介護保険事業所番号  

１３７０８０３１９７ 

２ 事業所の名称及び所在地 

ケア・サポートそよかぜ 

東京都江東区大島８‐２２‐１７ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

有限会社ケア・サポートそよかぜ 

東京都江東区大島８‐２２‐１７ 

代表取締役社長 松本 みさお 

４ 廃止年月日 

令和７年１２月３１日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第１１号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和８年１月９日 

江東区長  大久保 朋 果 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第１６号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和８年１月２０日 

江東区長  大久保 朋 果 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第２１号 

令和８年１月２３日付東京都告示第５３号に係

る東京都市計画道路の変更について、東京都知事

から関係図書の写しの送付があったので、下記の

場所において公衆の縦覧に供する。 

令和８年１月２７日 

江東区長  大久保 朋 果 

           記 
都 市 計

画 の 種

類 

東京都市計画道路幹線街路放射第３２

号線及び幹線街路補助線街路第１０３

号線（江東区分） 

都 市 計

画 を 定

め る 土

地 の 区

域 

削除す

る部分 

幹線街路補助線街路第１０

３号線亀戸三丁目地内 

変更す

る部分 

幹線街路放射第３２号線 

塩浜二丁目、東陽二丁目、

東陽三丁目、東陽四丁目、

東陽五丁目、東陽六丁目、

東陽七丁目、千石二丁目、

千田、扇橋二丁目、猿江二

丁目、住吉二丁目、毛利一

丁目及び毛利二丁目各地内 

縦 覧 場

所 

江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区役所都市整備部都市計画課（庁

舎５階） 

                    

◎江東区告示第３０号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成１７年法律第１２３号）第
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５１条の２５第３項の規定に基づき事業者の変更

の届出があった。江東区指定特定相談支援事業者

及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する

規則（平成２４年３月江東区規則第１６号）第５

条の規定に基づき、下記のとおり公示する。 

令和８年２月２日 

江東区長  大久保 朋 果 

           記 

１ 変更した事業所  

(1) 事業所の名称 

    江東区障害者福祉センター 

(2) 事業所の所在地 

   旧住所 東京都江東区潮見二丁目８番７号 

新住所 東京都江東区扇橋三丁目７番２号 

(3) 変更年月日 

   令和８年１月２２日 

                    

◎江東区告示第３４号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定に基づき、区民体育館の指

定管理者を下記のように指定したので告示する。 

令和８年２月３日 

江東区長  大久保 朋 果 

           記 

１ 江東区深川北スポーツセンター 

  指定管理者  

東京都江東区東陽二丁目１番１号 

公益財団法人江東区健康スポーツ公社 

理事長 長尾 潔 

指定の期間 令和８年４月１日から令和１３ 

年３月３１日まで 

２ 江東区深川スポーツセンター 

  指定管理者  

東京都江東区東陽二丁目１番１号 

公益財団法人江東区健康スポーツ公社 

理事長 長尾 潔 

指定の期間 令和８年４月１日から令和１３ 

年３月３１日まで 

３ 江東区有明スポーツセンター 

  指定管理者 

 東京都江東区東陽二丁目１番１号 

公益財団法人江東区健康スポーツ公社 

理事長 長尾 潔 

指定の期間 令和８年４月１日から令和１３ 

年３月３１日まで 

４ 江東区亀戸スポーツセンター 

  指定管理者 

 東京都江東区東陽二丁目１番１号 

公益財団法人江東区健康スポーツ公社 

理事長 長尾 潔 

指定の期間 令和８年４月１日から令和１３ 

年３月３１日まで 

５ 江東区スポーツ会館 

  指定管理者 

 東京都江東区東陽二丁目１番１号 

公益財団法人江東区健康スポーツ公社 

理事長 長尾 潔 

指定の期間 令和８年４月１日から令和１３ 

年３月３１日まで 

６ 江東区東砂スポーツセンター 

  指定管理者 

 東京都江東区東陽二丁目１番１号 

公益財団法人江東区健康スポーツ公社 

理事長 長尾 潔 

指定の期間 令和８年４月１日から令和１３ 

年３月３１日まで 

                    

◎江東区告示第３５号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定に基づき、区営運動場の指

定管理者を下記のとおり指定したので告示する。 

令和８年２月３日 

江東区長  大久保 朋 果 

           記 

１ 江東区営潮見野球場 

  指定管理者 

 東京都江東区大島一丁目９番８号 

江東スポーツ施設運営パートナーズ 

代表者 東京都江東区大島一丁目９番８号 

株式会社フクシ・エンタープラ

イズ 

代表取締役 福士 朝尋 

東京都江東区門前仲町一丁目１７

番３‐３０３号 

有限会社アクアティック 

代表取締役 伊藤 歩 

東京都江東区東陽三丁目２２番４ 

号 

天龍造園建設株式会社東京支店 

取締役支店長 小林 天竜 

東京都中野区東中野三丁目２０番

１０号 

日本体育施設株式会社 

代表取締役 越後 幸太郎 

指定の期間 令和８年４月１日から令和１３ 

年３月３１日まで 
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２ 江東区営亀戸野球場 

  指定管理者  

  指定管理者 

 東京都江東区大島一丁目９番８号 

江東スポーツ施設運営パートナーズ 

代表者 東京都江東区大島一丁目９番８号 

株式会社フクシ・エンタープラ

イズ 

代表取締役 福士 朝尋 

東京都江東区門前仲町一丁目１７

番３‐３０３号 

有限会社アクアティック 

代表取締役 伊藤 歩 

東京都江東区東陽三丁目２２番４ 

号 

天龍造園建設株式会社東京支店 

取締役支店長 小林 天竜 

東京都中野区東中野三丁目２０番

１０号 

日本体育施設株式会社 

代表取締役 越後 幸太郎 

指定の期間 令和８年４月１日から令和１３

年３月３１日まで 

３ 江東区営深川庭球場 

  指定管理者  

  指定管理者 

 東京都江東区大島一丁目９番８号 

江東スポーツ施設運営パートナーズ 

代表者 東京都江東区大島一丁目９番８号 

株式会社フクシ・エンタープラ

イズ 

代表取締役 福士 朝尋 

東京都江東区門前仲町一丁目１７

番３‐３０３号 

有限会社アクアティック 

代表取締役 伊藤 歩 

東京都江東区東陽三丁目２２番４ 

号 

天龍造園建設株式会社東京支店 

取締役支店長 小林 天竜 

東京都中野区東中野三丁目２０番

１０号 

日本体育施設株式会社 

代表取締役 越後 幸太郎 

指定の期間 令和８年４月１日から令和１３

年３月３１日まで 

４ 江東区営潮見庭球場 

  指定管理者 

 東京都江東区大島一丁目９番８号 

江東スポーツ施設運営パートナーズ 

代表者 東京都江東区大島一丁目９番８号 

株式会社フクシ・エンタープラ

イズ 

代表取締役 福士 朝尋 

東京都江東区門前仲町一丁目１７

番３‐３０３号 

有限会社アクアティック 

代表取締役 伊藤 歩 

東京都江東区東陽三丁目２２番４ 

号 

天龍造園建設株式会社東京支店 

取締役支店長 小林 天竜 

東京都中野区東中野三丁目２０番

１０号 

日本体育施設株式会社 

代表取締役 越後 幸太郎 

指定の期間 令和８年４月１日から令和１３ 

年３月３１日まで 

５ 江東区営豊住庭球場 

  指定管理者 

 東京都江東区大島一丁目９番８号 

江東スポーツ施設運営パートナーズ 

代表者 東京都江東区大島一丁目９番８号 

株式会社フクシ・エンタープラ

イズ 

代表取締役 福士 朝尋 

東京都江東区門前仲町一丁目１７

番３‐３０３号 

有限会社アクアティック 

代表取締役 伊藤 歩 

東京都江東区東陽三丁目２２番４ 

号 

天龍造園建設株式会社東京支店 

取締役支店長 小林 天竜 

東京都中野区東中野三丁目２０番

１０号 

日本体育施設株式会社 

代表取締役 越後 幸太郎 

指定の期間 令和８年４月１日から令和１３ 

年３月３１日まで 

６ 江東区営亀戸庭球場 

  指定管理者 

 東京都江東区大島一丁目９番８号 

江東スポーツ施設運営パートナーズ 

代表者 東京都江東区大島一丁目９番８号 

株式会社フクシ・エンタープラ
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イズ 

代表取締役 福士 朝尋 

東京都江東区門前仲町一丁目１７

番３‐３０３号 

有限会社アクアティック 

代表取締役 伊藤 歩 

東京都江東区東陽三丁目２２番４ 

号 

天龍造園建設株式会社東京支店 

取締役支店長 小林 天竜 

東京都中野区東中野三丁目２０番

１０号 

日本体育施設株式会社 

代表取締役 越後 幸太郎 

指定の期間 令和８年４月１日から令和１３ 

年３月３１日まで 

７ 江東区営東砂庭球場 

  指定管理者 

 東京都江東区大島一丁目９番８号 

江東スポーツ施設運営パートナーズ 

代表者 東京都江東区大島一丁目９番８号 

株式会社フクシ・エンタープラ

イズ 

代表取締役 福士 朝尋 

東京都江東区門前仲町一丁目１７

番３‐３０３号 

有限会社アクアティック 

代表取締役 伊藤 歩 

東京都江東区東陽三丁目２２番４ 

号 

天龍造園建設株式会社東京支店 

取締役支店長 小林 天竜 

東京都中野区東中野三丁目２０番

１０号 

日本体育施設株式会社 

代表取締役 越後 幸太郎 

指定の期間 令和８年４月１日から令和１３ 

年３月３１日まで 

８ 江東区営荒川・砂町庭球場 

  指定管理者 

 東京都江東区大島一丁目９番８号 

江東スポーツ施設運営パートナーズ 

代表者 東京都江東区大島一丁目９番８号 

株式会社フクシ・エンタープラ

イズ 

代表取締役 福士 朝尋 

東京都江東区門前仲町一丁目１７

番３‐３０３号 

有限会社アクアティック 

代表取締役 伊藤 歩 

東京都江東区東陽三丁目２２番４ 

号 

天龍造園建設株式会社東京支店 

取締役支店長 小林 天竜 

東京都中野区東中野三丁目２０番

１０号 

日本体育施設株式会社 

代表取締役 越後 幸太郎 

指定の期間 令和８年４月１日から令和１３ 

年３月３１日まで 

９ 江東区営新砂運動場 

  指定管理者 

 東京都江東区大島一丁目９番８号 

江東スポーツ施設運営パートナーズ 

代表者 東京都江東区大島一丁目９番８号 

株式会社フクシ・エンタープラ

イズ 

代表取締役 福士 朝尋 

東京都江東区門前仲町一丁目１７

番３‐３０３号 

有限会社アクアティック 

代表取締役 伊藤 歩 

東京都江東区東陽三丁目２２番４ 

号 

天龍造園建設株式会社東京支店 

取締役支店長 小林 天竜 

東京都中野区東中野三丁目２０番

１０号 

日本体育施設株式会社 

代表取締役 越後 幸太郎 

指定の期間 令和８年４月１日から令和１３ 

年３月３１日まで 

                    

◎江東区告示第３６号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定に基づき、夢の島総合運動

場の指定管理者を下記のように指定したので告示

する。 

令和８年２月３日 

江東区長  大久保 朋 果 

           記 

１ 江東区夢の島総合運動場 

  指定管理者  

東京都江東区大島一丁目９番８号 

江東スポーツ施設運営パートナーズ 

代表者 東京都江東区大島一丁目９番８号 
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株式会社フクシ・エンタープラ

イズ 

代表取締役 福士 朝尋 

東京都江東区門前仲町一丁目１７

番３‐３０３号 

有限会社アクアティック 

代表取締役 伊藤 歩 

東京都江東区東陽三丁目２２番４ 

号 

天龍造園建設株式会社東京支店 

取締役支店長 小林 天竜 

東京都中野区東中野三丁目２０番

１０号 

日本体育施設株式会社 

代表取締役 越後 幸太郎 

指定の期間 令和８年４月１日から令和１３ 

年３月３１日まで 

                    

◎江東区告示第３７号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定に基づき、江東区営越中島

プールの指定管理者を下記のように指定したので

告示する。 

令和８年２月３日 

江東区長  大久保 朋 果 

           記 

１ 江東区営越中島プール 

  指定管理者  

東京都江東区大島一丁目９番８号 

江東スポーツ施設運営パートナーズ 

代表者 東京都江東区大島一丁目９番８号 

株式会社フクシ・エンタープラ

イズ 

代表取締役 福士 朝尋 

東京都江東区門前仲町一丁目１７

番３‐３０３号 

有限会社アクアティック 

代表取締役 伊藤 歩 

東京都江東区東陽三丁目２２番４ 

号 

天龍造園建設株式会社東京支店 

取締役支店長 小林 天竜 

東京都中野区東中野三丁目２０番

１０号 

日本体育施設株式会社 

代表取締役 越後 幸太郎 

指定の期間 令和８年４月１日から令和１３ 

年３月３１日まで 

                    

◎江東区告示第３９号 

介護保険法第８２条第２項の規定により指定居

宅介護支援事業者から事業の廃止の届出があった

ので、同法第８５条の規定に基づき、下記のとお

り告示する。 

令和８年２月４日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 介護保険事業所番号 

１３７０８０６５０５ 

２ 事業所の名称及び所在地 

ほっとスマイルＣａｒｅ木場 

東京都江東区木場６‐４‐２ＫＩビル 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

ＧＣストーリー株式会社 

東京都江東区木場６‐４‐２ＫＩビル 

代表取締役 西坂 勇人 

４ 廃止年月日 

令和８年１月３１日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第４０号 

介護保険法第８２条第２項の規定により指定居

宅介護支援事業者から事業の廃止の届出があった

ので、同法第８５条の規定に基づき、下記のとお

り告示する。 

令和８年２月４日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 介護保険事業所番号 

１３７０８０７１６４ 

２ 事業所の名称及び所在地 

医心館居宅介護支援事業所亀戸 

東京都江東区亀戸５‐６‐２０ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

株式会社アンビス 

東京都中央区京橋１‐６‐１ 

代表取締役 柴原 慶一 

４ 廃止年月日 

令和８年１月３１日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第４１号 

介護保険法第７９条第１項の規定により指定居

宅介護支援事業者を指定したので、同法第８５条
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の規定に基づき、下記のとおり告示する。 

令和８年２月４日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 介護保険事業所番号 

１３７０８０６５０５ 

２ 事業所の名称及び所在地 

ほっとスマイルＣａｒｅ 

東京都江東区千石１‐１２‐５  

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  アリエ祐起元株式会社 

東京都江東区千石１‐１２‐５ 

代表取締役 柴田 昌志 

４ 廃止年月日 

令和８年２月１日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第４２号 

下記の自動車臨時運行許可番号は失効したので

告示する。 

令和８年２月４日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 失効番号標 

足立６４‐８５江東及び足立８４‐８１江東

から足立８５‐００江東まで（ただし、既に

無効とした自動車臨時運行許可番号標を除

く。） 

２ 失効年月日 

令和８年２月４日 

                    

◎江東区告示第４４号 

介介護保険法第７８条の５第２項の規定により

指定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の

届出があったので、同法第７８条の１１の規定に

基づき、下記のとおり告示する。 

令和８年２月５日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 介護保険事業所番号 

１３９０８００７４４ 

２ 事業所の名称及び所在地 

ほっとミルク住吉 

東京都江東区千田１４番７号早川ビル１階 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

ＨＭ江東住吉合同会社 

東京都中央区銀座２‐６‐５アサコ銀座ビ

ル５Ｆ 

代表社員 株式会社ほっとミルク 

４ 廃止年月日 

令和８年１月３１日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                    

◎江東区告示第４５号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

令和８年２月５日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 介護保険事業所番号 

１３７０８０５１５０ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  ほっとスマイルＳＰＡ木場 

東京都江東区木場三丁目８番４号 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

ＧＣストーリー株式会社 

東京都江東区木場６‐４‐２ＫＩビル 

代表取締役 西坂 勇人 

４ 廃止年月日 

令和８年１月３１日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                    

◎江東区告示第４６号 

介護保険法第７８条の２第１項の規定により指

定地域密着型サービス事業者を指定したので、同

法第７８条の１１の規定に基づき、下記のとおり

告示する。 

令和８年２月５日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 介護保険事業所番号 

１３７０８０５１５０ 

２ 事業所の名称及び所在地 

ほっとスマイルＳＰＡ木場 

東京都江東区木場３‐８‐４ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  アリエ祐起元株式会社 

東京都江東区千石１‐１２‐５ 

代表取締役  柴田 昌志 

４ 指定年月日 

令和８年２月１日 
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５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 （ 教 ） 

 

◎江東区教育委員会告示第１号 

下記により、令和８年第１回江東区教育委員会

定例会を招集する。 

令和８年１月２０日 

江東区教育委員会 

教育長  本多 健一朗 

          記 

１ 日時 令和８年１月２３日（金） 

     午前１０時 

２ 場所 江東区役所 

３ 報告事項 

(1) 令和７年第４回区議会定例会（教育委員会

関係）について ほか 

                    

◎江東区教育委員会告示第２号 

下記により、令和８年第２回江東区教育委員会

定例会を招集する。 

令和８年２月３日 

江東区教育委員会 

教育長  本多 健一朗 

          記 

１ 日時 令和８年２月６日（金） 

     午前１０時 

２ 場所 江東区役所 

３ 議題  

日程第１ 議案第１号 令和７年度江東区一

般会計補正予算（第

５号）に関する意見

聴取 

日程第２ 議案第２号 令和８年度江東区一

般会計予算に関する

意見聴取 

日程第３ 議案第３号 江東区行政委員会の

委員の報酬及び費用

弁償に関する条例の

一部を改正する条例

に関する意見聴取 

日程第４ 議案第４号 江東区教育委員会教

育長の給与及び勤務

に関する条例の一部

を改正する条例に関

する意見聴取 

日程第５ 議案第５号 江東区立学校の学校

医、学校歯科医及び

学校薬剤師の公務災
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害補償に関する条例

の一部を改正する条

例に関する意見聴取 

日程第６ 議案第６号 江東区立幼稚園教育

職員の給与に関する

条例の一部を改正す

る条例に関する意見

聴取 

日程第７ 議案第７号 江東区立幼稚園教育

職員の管理職員特別

勤務手当に関する規

則の一部を改正する

規則 

日程第８ 議案第８号 江東区立幼稚園教育

職員の管理職手当に

関する規則の一部を

改正する規則 

日程第９ 議案第９号 議決を得た契約の契

約変更に関する意見

聴取（江東区立小名

木川小学校改築工

事） 

日程第１０ 議案第１０号 江東区立幼稚園

教育職員の勤務

時間、休日、休

暇等に関する条

例施行規則の一

部を改正する規

則 

日程第１１ 議案第１１号 江東区立幼稚園

教育職員の初任

給、昇格及び昇

給等に関する規

則の一部を改正

する規則 

日程第１２ 議案第１２号 江東区教育セン

ター条例施行規

則の一部を改正

する規則 

４ 報告事項 

(1) 学校プールの在り方見直しに係る検討につ

いて ほか 

 

 

 

 

 

 

告 示 （ 選 ） 

 

◎江東区選挙管理委員会告示第１号 

 令和７年１月６日から令和７年１２月２６日ま

での期間における選挙人名簿の抄本の閲覧状況に

ついて、公職選挙法（昭和２５年法律第１００

号）第２８条の４第７項及び公職選挙法施行規則

（昭和２５年総理府令第１３号）第３条の４の規

定に基づき、別紙のとおり公表する。 

令和８年１月６日 

江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第２号 

 令和７年１月６日から令和７年１２月２６日ま

での期間における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状

況について、公職選挙法（昭和２５年法律第１０

０号）第３０条の１２の規定により準用する同法

第２８条の４第７項及び公職選挙法施行規則（昭

和２５年総理府令第１３号）第３条の４の規定に

基づき、次のとおり公表する。 

令和８年１月６日 

江東区選挙管理委員会 

 在外選挙人名簿の抄本の閲覧はなかった。 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第３号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１

４４条の２第１項の規定により、令和８年２月８

日執行の衆議院（小選挙区選出）議員選挙（東京

都第１５区）におけるポスター掲示場を、別紙の

とおり設置する。 

令和８年１月２６日 

江東区選挙管理委員会
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◎江東区選挙管理委員会告示第４号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２

８条第４号の規定により、江東区の選挙人名簿か

ら、別紙のとおり２名を抹消した。 

令和８年１月２６日 

江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４

条第１項及び第７５条第１項並びに市町村の合併

の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）

第４条第１項及び第５条第１項の規定による選挙

権を有する者の総数の５０分の１の数並びに地方

自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１

条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有

する者の総数の４０万を超える数の６分の１の数

と４０万の３分の１の数とを合算した数並びに市

町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項及

び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者

の総数の６分の１の数は、次のとおりである。 

令和８年１月２６日 

江東区選挙管理委員会 

１ 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 

８，６７８ 

２ 選挙権を有する者の総数の４０万を超える数

の６分の１の数と４０万の３分の１の数とを合

算した数 

          １３８，９８２ 

３ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数 

         ７２，３１５ 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第６号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３

９条の規定により、令和８年２月８日執行の衆議

院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査におけ

る、各投票区の投票所を別紙のとおり定める。 

令和８年１月２７日 

江東区選挙管理委員会 
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◎江東区選挙管理委員会告示第７号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４

８条の２第６項により準用される第３９条（及び

第４０条第１項但書）の規定により、令和８年２

月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判

官国民審査における期日前投票所を、次のとおり

定める。 

令和８年１月２７日 

江東区選挙管理委員会 

期日前

投票所

の建物

名称 

所在地 

当該期日前投票所を設

ける期間及び時間 

衆議院議員

選挙 

最高裁判

所裁判官

国民審査 

江 東 区

役所 

江東区東陽

四丁目１１

番２８号 

令和８年１

月２８日か

ら２月７日

まで 

午前８時３

０分から午

後８時まで 

令和８年

２月１日

から２月

７日まで 

午前８時

３０分か

ら午後８

時まで 

豊 洲 シ

ビ ッ ク

セ ン タ

ー 

江東区豊洲

二丁目２番

１８号 

森 下 文

化 セ ン

ター 

江東区森下

三丁目１２

番１７号 

令和８年２

月１日から

２月７日ま

で 

午前８時３

０分から午

後８時まで 

富 岡 区

民館 

江東区富岡

一丁目１６

番１２号 

小 松 橋

区民館 

江東区扇橋

二丁目１番

５号 

カ メ リ

ア プ ラ

ザ 

江東区亀戸

二丁目１９

番１号 

総 合 区

民 セ ン

ター 

江東区大島

四丁目５番

１号 

砂 町 区

民館 

江東区北砂

四丁目７番

３号 

南 砂 区

民館 

江東区南砂

六丁目８番

３号 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第８号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４

９条の２第４項により読み替えて適用される第４

８条の２第１項の規定により、令和８年２月８日

執行の衆議院議員選挙における在外選挙人に係る

期日前投票所を、次のとおり指定する。 

令和８年１月２７日 

江東区選挙管理委員会 

期日前

投票所

の建物

名称 

所在地 

当該期日前投票所を設け

る期間及び時間 

衆議院議員

選挙 

最高裁判

所裁判官

国民審査 

江 東 区

役所 

江東区東陽

四丁目１１

番２８号 

令和８年１

月２８日か

ら２月７日

まで 

午前８時３

０分から午

後８時まで 

令和８年

２月１日

から２月

７日まで 

午前８時

３０分か

ら午後８

時まで 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第９号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３

７条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年政

令第８９号）第２４条第１項の規定により、令和

８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判

所裁判官国民審査における投票管理者及び同職務

代理者を、別紙のとおり選任した。 

令和８年１月２７日 

江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第１０号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３

７条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年政

令第８９号）第２４条第１項の規定により、令和

８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判

所裁判官国民審査における期日前投票所の投票管

理者及び同職務代理者を、別紙のとおり選任した。 

令和８年１月２７日 

江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第１１号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

４条の規定により、令和８年２月８日執行の衆議

院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の開票

場所及び日時を、次のとおり告示する。 

令和８年１月２７日 

江東区選挙管理委員会 

１ 開票場所 江東区深川スポーツセンター 

江東区越中島一丁目２番１８号 

２ 開票日時 令和８年２月８日 
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 午後９時開始 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第１２号 

  公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第

６１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年

政令第８９号）第６７条第１項の規定により、令

和８年２月８日執行の衆議院（比例代表選出）議

員選挙における開票管理者及び同職務代理者を、

別紙のとおり選任した。 

令和８年１月２７日 

江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第１３号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

２条第６項の規定により、令和８年２月８日執行

の衆議院（比例代表選出）議員選挙における江東

区開票区の開票立会人のくじを行う場所及び日時

を、次のとおり告示する。 

令和８年１月２７日 

江東区選挙管理委員会 

１ 場所 江東区役所  

江東区東陽四丁目１１番２８号 

２ 日時 令和８年２月５日  

午後５時３０分開始 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第１４号 

 令和８年１月２７日付江東区選挙管理委員会告

示第１０号の一部を別紙のように改める。 

令和８年１月２８日 

江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 （ 選 挙 長 ） 

 

◎衆議院議員選挙（東京都第１５区）選挙長告示

第１号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第７

６条で準用する第６２条第６項の規定により、令

和８年２月８日執行の衆議院（小選挙区選出）議

員選挙（東京都第１５区）における選挙立会人を

定めるくじを行う場所及び日時を次のとおり告示

する。 

令和８年１月２７日 

衆議院（小選挙区選出）議員選挙（東

京都第１５区） 

選挙長 髙村 直樹 

１ 場所 江東区役所 

江東区東陽四丁目１１番２８号 

２ 日時 令和８年２月５日  

午後５時３０分開始 
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告 示 （ 監 ） 

 

◎江東区監査委員告示第１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９

９条第１４項、江東区監査基準（令和２年４月１

日江東区監査委員訓令甲第１号）第１８条の規定

に基づき、令和７年度第２回定期財務監査の結果

に対し、江東区長から措置の通知があったので、

別紙のとおり公表する。 

なお、豊島委員は、就任前のため、本監査に関与

していない。 

令和８年１月１５日 

江東区監査委員 豊 島 成 彦 

同       佐 竹 としこ 

同        金 子 ひさし 

同        髙 村 きよみ 

〔別紙〕 

令和７年度第２回定期財務監査指摘事項措置報告

書 

〔福祉部 地域ケア推進課〕 

１ 指摘事項 

江東区老人福祉法施行細則第９条第１項にお

いて定められている老人ホーム入所者負担金の

令和５年度の収入未済額と令和６年度の収入未

済繰越額に１，０７７，６６４円の相違が生じ

ていた。 

江東区会計事務規則第４７条第１項では、当

該年度において調定したもので、出納閉鎖期日

において収入未済となったものがあるときは、

その未済額を翌年度に繰越し、以下この例に従

って順次繰越さなければならないと定められて

いる。 

本件指摘事項は、複数年に渡り発生している

相違であり、また、昨年同課よりその改善案と

して、今後は都度確認し修正するとの対策が示

されていた。しかしながら、今回も昨年と全く

同一の事項が発生していることから、適正な事

務に向けた改善がなされていないと指摘せざる

を得ない。 

歳入事務が適正に管理されていない行為は、

区が公開する決算資料のほか、債権の時効管理

や不納欠損処理の正確性にも影響が及ぶ可能性

が思料される。 

今後、このような事務の執行が繰り返される

ことのないよう、必要な改善措置を講じられた

い。 

２ 措置事項 

本件指摘事項が発生したのは、収入未済額と

不納欠損額の算定誤り、収入未済額と収入未済

繰越額との不突合、負担金の調定漏れ、納付額

の未反映等の事務処理ミス等が重複して生じて

いたことが原因であり、本指摘以前にも金額の

相違が発覚した。 

誤りがあった令和２年度から令和６年度につ

いて調定額と収入額の金額の突合処理を行い、

すべての金額差異を特定した。誤りのあった令

和６年度以前の収入未済繰越処理、不納欠損処

理は決算が確定していることから修正処理を行

うことができないが、令和７年度会計において

生じていた収入未済繰越額、不納欠損額の誤り

について修正を行った。 

今後は、年度当初及び出納閉鎖期日後に実施

する収入未済繰越処理・不納欠損処理におい

て、歳入予算差引簿上の収入未済額と収入未済

繰越額が一致することの確認を徹底する。 

また、これまで複数で管理していたエクセル

表を１つにまとめ、月途中の入退所者リストを

新たに作成し、各月ごとに歳入予算差引簿の調

定額、収入額との突合を行う。確認作業は、担

当と副担当との相互チェックの後、係長が最終

確認を行い、課長へ報告する方式に改める。 

監査指摘事項については、担当者に毎月進捗

状況を聴取するとともに、事後確認を徹底し、 

漏れがないように確実に実施する。 

                    

◎江東区監査委員告示第２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５

２条の３２第８項の規定に基づき、包括外部監査

人から包括外部監査人補助者の解任通知があった。  

ついては、同法第２５２条の３２第９項の規定に

基づき、下記のとおり公表する。 

令和８年２月５日 

江東区監査委員 豊 島 成 彦 

同       佐 竹 としこ 

同        金 子 ひさし 

同        髙 村 きよみ 

          記 

１ 包括外部監査人補助者を解任された者 

金子 良太 東京都江東区亀戸三丁目４６番

１５‐１００１号 

生越 慎平 東京都江東区有明一丁目４番２

０‐８１７号 

嶋守 浩之 東京都江東区有明一丁目３番１

‐１０１１号 

寺澤 智行 東京都江東区豊洲五丁目６番２

９‐６３３号 

佐藤 嘉雄 東京都江東区森下五丁目１９番

９‐１１０３号 

柴田 大輔 東京都江東区千石一丁目９番３

１‐１１０６号 

大江 祐香 東京都江東区千石一丁目９番３
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１‐１１０６号 

土出 昌幸 東京都西東京市南町三丁目１１

番４号 

２ 解任された日 

令和８年１月３０日 

                    

◎江東区監査委員告示第３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５

２条の３８第３項の規定に基づき、別添「令和７

年度包括外部監査報告書」のとおり公表する。 

令和８年２月５日 

江東区監査委員 豊 島 成 彦 

同       佐 竹 としこ 

同        金 子 ひさし 

同        髙 村 きよみ 

〔別紙省略〕 
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